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平成 30 年度「保育心理士資格取得講座 岐阜会場」受講のみなさまへ 

保育心理士資格認定、キャリアアップ認定手続き
についてのお知らせ 
 

【各園宛お願い】このお知らせは各園宛、みんぽ連絡網登録者宛のメール配信のみで行なっております。恐れ

入りますが、受講者ならびに資格認定該当者にお伝えくださいますようお願いします。資格認定手続き該当者

は、今年度の受講者以外にも、過年度の講座や他地区の講座を受講されたことで、資格認定の条件が整った方

も含まれます。 

 

 講座受講中のみなさまには、それぞれご都合をつけて連続受講いただき、誠にごくろうさまです。また、送

り出していただいている園のみなさまにも重ねてお礼申し上げます。 

 今年度の講座も残すところ、最終回１１月２４日（土）のみとなりましたので、保育心理士の資格認定手続

き、キャリアアップ研修受講認定手続きについて、下記のとおりお知らせいたします（昨年までと変更点があ

ります）。資格認定の条件をご確認いただき、手順にそって手続きをお願いいたします。 

 

 

A：さっそくご確認ください 受講記録の確認 

 

① お手元の『ワークブック』あるいは『受講手帳』の受講記録のシールを確認してください。 

最終回１１月２４日（土）の「総合演習」と「まとめと認定式」は修了時に受講する科目です。 

それまでに、他の科目すべて（２０科目）が受講済みとなることをご確認ください。 

 

② 資格認定には、申請の時点で、保育・幼児教育の経験が５年以上必要です。 

（保育心理士資格認定申請書の勤務期間欄に記入してください） 

 

 

 

B：１１月２４日 まとめと認定式終了後  

「保育心理士資格認定申請書」「保育心理士資格認定書受講記録簿」「証明写真」

「認定料」の提出 

 

① １１月２４日（土）の講座終了後、下記を受付へご提出ください。 

○保育心理士資格認定申請書 

ワークブック付属（申請様式は大谷保育協会ＨＰよりダウンロードできます） 

○保育心理士資格認定書受講記録簿（受講シール２０科目分を確認してください） 

○証明写真 １枚（裏面にお名前を記載してください） 

「証明写真」は保育心理士（一種）資格登録証明書（カード）用です。サイズは問いませんが、運転免

許証、パスポート等に使用する顔写真１枚を準備してください。 

○認定料５，０００円 

 

② １１月２４日の認定式に「修了証」をお渡しする予定です。「保育心理士（一種）資格登録証明書（カー

ド）」は後日お送りします。 
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C：１１月２４日 午後の受講前 キャリアアップ研修 ２分野の認定について 

 

①  「保育心理士資格取得講座 岐阜会場」は岐阜県のキャリアアップ研修として認定されています。 

そのため、講座修了者は保育心理士資格の認定とあわせて、キャリアアップ研修の「障害児保育」「保護

者支援・子育て支援」２分野の受講が認定されます。 

保育士資格をお持ちの方は１１月２４日午後の受講前に、上記 B ①の「保育心理士資格認定申請書」等

と共に「保育士証の写し」を提出してください。 

  

 ※ 他のキャリアアップ研修で保育士証を提出されたことがある方もあらためてご提出ください。 

尚、保育士資格をお持ちでない方もキャリアアップ認定いたしますが、資格の写し等をお持ちいただ

く必要はありません。 

 

②  キャリアアップ研修２分野の「修了証」は後日各園へ郵送いたします。  

 

 

 

＜「証明写真」と「認定料」の提出についてお詫びと訂正＞ 

保育心理士資格認定には、申請の時点で、保育・幼児教育の経験が５年以上必要です。したがって、キャリ

アアップ研修としての受講認定要件も同様の経験年数が必要になります。 

しかしながら、今年度当初の受講者募集にあたって、その点を明確にお伝えできておりませんでした。 

講座の修了に近くなってからのお知らせになりましたことをお詫びいたします。 

 

つきましては、今年度に限り、保育・幼児教育の経験年数が５年未満の受講者も、キャリアアップ研修２

分野の認定をさせていただきますので、「証明写真」と「認定料」を含むすべての必要書類をご提出ください

ますようお願いします。 

先日１１月３日の講座にて、「経験年数５年未満の受講者は「証明写真」と「認定料」が不要」とアナウンス

をいたしましたが訂正します。 

 

あわせて、保育心理士資格については、経験年数が５年以上となった際に認定いたしますので、お忘れな

く指定様式にて申請をしてください。１１月２４日「認定式」にはあらためて説明いたします。 

 


